
急
速
に
広
が
る
18
歳

ま
で
の
医
療
費
無
料

―
愛
知
県
内
の
子
ど
も
医
療
費

助
成
の
実
施
状
況
は

愛
知
県
内
の
市
町
村
で
、
自

己
負
担
な
し
、
所
得
制
限
な
し

に
「
十
八
歳
ま
で
の
医
療
費
無

料
化
」
を
実
施
し
て
い
る
の

は
、
二
〇
二
四
年
四
月
一
日
現

在
、
通
院
を
無
料
が
三
十
五
市

町
村
（
六
五
％
）、
入
院
を
無
料

が
五
十
二
市
町
村
（
九
六
％
）

で
す
。

な
お
、
愛
知
県
保
険
医
協
会

の
直
近
の
調
査
に
よ
る
と
、
二

〇
二
五
年
四
月
ま
で
に
通
院
・

―
国
制
度
創
設
を
求
め
る
要
望

は二
〇
〇
一
年
に
西
田
敏
行

氏
、
山
田
洋
次
氏
ら
の
呼
び
か

け
で
、「
国
に
子
ど
も
医
療
の
創

設
」
を
求
め
る
運
動
が
始
ま

り
、
吉
永
小
百
合
氏
、
ち
ば
て

つ
や
氏
、
緒
形
直
人
氏
ら
多
数

の
著
名
人
も
賛
同
し
て
、
国
制

度
の
創
設
を
全
国
的
な
課
題
に

押
し
上
げ
ま
し
た
。

全
国
知
事
会
も
毎
年
の
予
算

要
求
で
「
子
ど
も
医
療
費
助
成

は
、
国
の
責
任
に
お
い
て
、
全

国
一
律
の
制
度
を
創
設
す
る
こ

と
」
と
要
望
し
て
い
ま
す
。

―
国
制
度
創
設
に
対
す
る
国
の

態
度
は

国
は
、
市
町
村
が
独
自
に
子

ど
も
医
療
費
無
料
化
を
実
施
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、「
国
民
健
康

保
険
財
政
に
影
響
を
与
え
る
」

と
の
理
由
で
、
市
町
村
へ
の
国

入
院
と
も
十
八
歳
ま
で
無
料
が

四
十
二
市
町
村
（
七
八
％
）
へ

と
広
が
っ
て
い
ま
す
。

愛
知
社
保
協
や
愛
知
県
保
険

医
協
会
が
主
要
団
体
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
愛
知
自
治
体
キ
ャ

ラ
バ
ン
要
請
や
各
地
域
で
の
地

道
な
運
動
の
成
果
で
す
。

愛
知
県
の
補
助
基
準

の
遅
れ
は
深
刻

―
愛
知
県
の
補
助
基
準
は

愛
知
県
で
は
、
一
九
七
三
年

四
月
に
ゼ
ロ
歳
児
の
医
療
費
窓

口
負
担
を
県
と
市
町
村
が
二
分

の
一
ず
つ
負
担
し
て
無
料
と
す

る
制
度
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。

保
の
国
庫
負
担
を
減
額
す
る
ペ

ナ
ル
テ
ィ
ー
を
設
け
て
、
子
ど

も
医
療
無
料
化
の
動
き
に
ブ

レ
ー
キ
を
か
け
て
き
ま
し
た
。

こ
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
私

た
ち
は
「
子
育
て
支
援
に
逆
行

す
る
」
と
し
て
廃
止
を
強
く
求

め
て
き
ま
し
た
。
全
国
知
事
会

な
ど
地
方
団
体
か
ら
も
繰
り
返

し
廃
止
を
求
め
る
要
望
が
出
さ

れ
て
、
二
〇
二
四
年
度
か
ら
十

八
歳
未
満
の
子
ど
も
医
療
費
助

成
に
係
る
減
額
措
置
が
廃
止
さ

れ
ま
し
た
。

子
ど
も
医
療
費
無
料
制
度
の

創
設
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
三

年
四
月
の
国
会
に
お
い
て
、
岸

田
文
雄
首
相
や
加
藤
勝
信
厚
労

相
（
当
時
）
は
、「
比
較
的
健
康

な
子
ど
も
の
受
診
が
増
え
る
」

「
不
適
切
な
抗
生
物
質
の
投
与

が
増
え
る
」
な
ど
と
述
べ
、
創

設
に
頑
な
に
背
を
向
け
ま
し
た
。

①
子
ど
も
医
療
に
自
己
負
担

を
設
け
る
こ
と
を
ど
う
考

え
る
か

子
ど
も
は
病
気
や
け
が
が
多

く
、
重
症
化
リ
ス
ク
も
高
い
た

め
、
早
期
の
診
断
と
治
療
が
大

切
で
す
。
発
熱
し
て
も
手
元
に

お
金
が
な
い
た
め
に
受
診
で
き

な
い
状
況
は
、
病
状
が
急
変
し

や
す
い
子
ど
も
に
と
っ
て
は
命

に
直
結
す
る
問
題
で
す
。
自
己

負
担
が
な
く
、
無
料
で
安
心
し

て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

都
道
府
県
別
の
子
ど
も
医
療

費
助
成
制
度
（
二
〇
二
三
年
四

月
現
在
）
で
は
、
愛
知
県
以
外

の

三

十

六

都

道

府

県
（
七

七
％
）
が
自
己
負
担
を
課
し
、

市
町
村
別
に
み
て
も
約
三
割
の

市
町
村
が
自
己
負
担
を
設
け
て

い
ま
す
。

県
外
か
ら
自
己
負
担
の
な
い

愛
知
県
に
転
入
さ
れ
、
子
ど
も

の
通
院
時
に
自
己
負
担
の
請
求

が
な
い
こ
と
に
驚
か
れ
る
姿
が

し
ば
し
ば
み
ら
れ
ま
す
。

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担

を
軽
減
す
る
上
で
、
子
ど
も
の

医
療
費
無
料
化
は
、
保
育
料
・

学
校
給
食
の
無
償
化
と
と
も

に
、
極
め
て
有
効
な
施
策
で

す
。
子
ど
も
や
子
育
て
世
帯
を

大
切
に
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発

信
す
る
象
徴
的
な
制
度
と
な
っ

て
い
ま
す
。

②
子
ど
も
医
療
に
所
得
制
限

を
設
け
る
こ
と
を
ど
う
考

え
る
か

子
ど
も
医
療
へ
の
所
得
制
限

は
、
愛
知
県
以
外
の
二
十
五
都

道
府
県
（
五
三
％
）
が
導
入
し
、

市
町
村
別
で
は
九
％
が
設
け
て

い
ま
す
（
二
〇
二
三
年
四
月
現

在
）。し

か
し
、
所
得
の
高
い
人
を

子
ど
も
医
療
の
対
象
か
ら
外
す

所
得
制
限
は
適
切
な
の
で
し
ょ

う
か
。
社
会
保
障
の
原
則
で
語

ら
れ
る
「
応
能
負
担
原
則
（
能

力
に
応
じ
て
負
担
す
る
原
則
）
」

は
、
税
金
や
保
険
料
に
限
り
適

用
さ
れ
る
べ
き
で
、
社
会
保
障

や
医
療
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
所
得

に
関
わ
ら
ず
平
等
に
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。

「
税
金
を
た
く
さ
ん
納
め
て

い
る
の
に
、
い
ざ
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
時
に
対
象
か
ら
外
さ
れ

る
の
は
納
得
で
き
な
い
」
と
の

声
に
耳
を
傾
け
、
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
際
に
差
別
が
生
じ
な
い

よ
う
な
制
度
設
計
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

愛
知
県
内
の
子
ど
も
医
療
に

所
得
制
限
を
設
け
て
い
る
自
治

体
が
な
い
点
は
評
価
で
き
ま
す
。

③
国
は
「
比
較
的
健
康
な
子

ど
も
の
受
診
が
増
え
る
」

と
述
べ
て
い
る

が
国
は
、
子
ど
も

医
療
費
無
料
制
度

の
創
設
に
反
対
す

る
理
由
で
「
比
較

的
健
康
な
子
ど
も

の
受
診
が
増
え

る
」
と
述
べ
て
い

ま
す
が
、
二
〇
一

五
年
十
月
三
十
日

に
開
か
れ
た
「
子

ど
も
の
医
療
制
度

の
在
り
方
等
に
関

す
る
検

討
会
」

で
、
日
本
医
師
会

の
釜
萢
（
か
ま
や

ち
）
常

任

理

事

は
、
「
保
護
者
の

方
の
傾
向
を
見
る

と
、
医
療
機
関
に

か
か
る
と
余
計
な

病
気
を
う
つ
さ
れ

る
か
ら
な
る
べ
く
か
か
り
た
く

な
い
と
い
う
意
識
も
か
な
り
あ

る
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
む

や
み
や
た
ら
に
受
診
は
決
し
て

さ
れ
ま
せ
ん
」
と
医
療
現
場
の

実
態
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
結
果
的
に
軽
症
で

あ
っ
た
子
ど
も
の
受
診
に
つ
い

て
も
「
親
御
さ
ん
が
強
く
不
安

を
感
じ
た
と
き
に
、
結
果
と
し

て
は
軽
症
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
け
ど
、
受
診
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ

と
思
う
」
と
子
ど
も
医
療
費
助

成
制
度
の
意
義
を
述
べ
て
い
ま

す
。

④
無
料
化
す
る
と
、
時
間

外
・
夜
間
な
ど
の
「
コ
ン

ビ
ニ
受
診
」
が
増
え
る
の

で
は

子
ど
も
医
療
無
料
化
を
め
ぐ

る
議
論
の
中
で
、「
無
料
だ
か
ら

と
時
間
外
の
受
診
が
増
加
し
、

忙
し
い
小
児
科
医
の
激
務
を
助

長
す
る
の
で
は
」「
時
間
外
や
夜

間
の
コ
ン
ビ
ニ
受
診
が
増
え
る

の
で
は
」
と
の
意
見
が
あ
り
ま

す
。し

か
し
、
子
ど
も
の
医
療
が

無
料
に
な
っ
て
以
降
、
小
児
の

時
間
外
の
受
診
は
増
え
る
ど
こ

ろ
か
、
む
し
ろ
減
少
し
て
い
ま

す
。例

え
ば
、
子
ど
も
の
医
療
無

料
化
を
全
国
に
先
駆
け
て
推
進

し
て
き
た
群
馬
県
の
調
査
で

は
、
十
五
歳
以
下
の
小
児
の
時

間
外
受
診
に
つ
い
て
、
無
料
化

の
拡
大
前
（
二
〇
〇
九
年
）
の

時
間
外
診
療
と
、
拡
大
後
（
二

〇
一
〇
年
）
の
時
間
外
受
診
を

比
べ
る
と
、「
拡
大
後
の
時
間
外

受
診
が
七
・
三
％
減
少
し
た
」

と
の
結
果
が
示
さ
れ
て
い
ま
す

（
資
料
１
）
。

ま
た
、
愛
知
医
報
に
掲
載
さ

れ
た
「
小
児
時
間
外
救
急
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
で
は
、

三
歳
未
満
ま
で
無
料
だ
っ
た
時

代
の
二
〇
〇
二
年
と
、
八
五
％

の
自
治
体
が
中
学
卒
業
ま
で
無

料
だ
っ
た
二
〇
一
六
年
と
の
時

間
外
受
診
者
数
を
比
べ
る
と
、

十
四
年
間
で
小
児
人
口
は
五
・

六
％
減
り
、
十
五
歳
未
満
の
時

間
外
救
急
患
者
数
は
一
九
・

一
％
も
減
少
し
て
い
ま
す
（
資

料
２
）
。

こ
の
結
果
か
ら
見
え
て
く
る

の
は
、「
無
料
化
以
前
は
、
経
済

的
な
理
由
で
受
診
が
遅
れ
、
重

症
化
し
て
か
ら
や
む
を
得
ず
時

間
外
や
深
夜
に
受
診
し
て
い
た

が
、
医
療
が
無
料
に
な
っ
た
こ

と
で
、
軽
症
の
う
ち
に
受
診
し

て
重
症
化
を
防
ぎ
、
時
間
外
の

受
診
が
減
少
し
た
」
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

少
な
く
と
も
、
無
料
化
し
た

こ
と
で
、
時
間
外
受
診
が
増
え

た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ

ん
。

⑤
無
料
化
で
「
不
適
切
な
抗

生
物
質
の
投
与
が
増
え

る
」
と
言
う
が

二
〇
二
三
年
四
月
三
日
の
参

院
決
算
委
員
会
で
、
加
藤
厚
労

相
（
当
時
）
は
、「
医
療
費
無
料

化
で
不
適
切
な
抗
生
物
質
の
投

与
が
増
え
る
」
と
述
べ
ま
し
た

が
、
翌
日
の
衆
院
厚
労
委
員
会

参
考
人
質
疑
で
、
前
述
の
釜
萢

日
医
常
任
理
事
は
「
医
師
が

『
無
料
だ
か
ら
』
と
不
適
切
な
治

療
を
す
る
事
例
は
極
め
て
少
な

い
。
抗
生
剤
の
適
正
使
用
に
関

子
ど
も
た
ち
の
い
の
ち
と
健

康
を
守
り
、
安
心
し
て
医
療
が

受
け
ら
れ
る
と
喜
ば
れ
て
い
る

子
ど
も
医
療
費
無
料
制
度
は
、

一
九
七
〇
年
代
は
じ
め
か
ら
五

十
数
年
間
の
運
動
で
、
八
割
の

自
治
体
が
十
八
歳
ま
で
の
無
料

化
を
実
施
す
る
到
達
点
を
築
い

て
き
ま
し
た
。

し
て
、
特
に
小
児
科
医
は
非
常

に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
」

と
厚
労
相
発
言
を
否
定
し
ま
し

た
。そ

の
こ
と
を
裏
付
け
る
デ
ー

タ
が
翌
週
四
月
十
二
日
の
衆
院

厚
労
委
員
会
で
、
宮
本
徹
衆
院

議
員
（
共
産
）
の
質
問
に
、
佐

原
康
之
厚
労
省
健
康
局
長
が

「
子
ど
も
の
抗
菌
薬
使
用
量
は

二
〇
一
五
年
に
比
べ
二
〇
一
九

年
は
二
三
％
減
少
、
二
〇
二
〇

年
は
五
二
％
減
少
し
て
い
る
」

と
答
弁
し
、
抗
生
剤
の
投
与
は

減
少
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
ま
し
た
。

⑥
「
子
ど
も
医
療
費
助
成
が

自
治
体
財
政
を
圧
迫
し
て

い
る
」
と
の
意
見
が
あ
る

が子
ど
も
医
療
が
自
治
体
財
政

を
圧
迫
す
る
か
と
い
う
点
で
す

が
、
例
え
ば
愛
知
県
の
二
〇
二

四
年
度
の
子
ど
も
医
療
予
算
額

は
八
十
五
億
円
で
、
県
予
算
総

額
二
兆
七
千
九
百
四
十
九
億
円

の
僅
か
〇
・
三
％
で
す
。

ま
た
、
政
令
市
で
唯
一
、
十

八
歳
ま
で
の
子
ど
も
を
無
料
に

し
て
い
る
名
古
屋
市
を
見
て

も
、
市
予
算
総
額
一
兆
四
千
八

百
五
十
三
億
円
の
う
ち
、
子
ど

も
医
療
予
算
は
百
四
十
二
億
円

（
予
算
比
一
％
弱
）
で
す
。
県
が

補
助
基
準
を
引
き
上
げ
、
国
制

度
が
創
設
さ
れ
れ
ば
、
市
の
負

担
は
さ
ら
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

今
後
、
す
べ
て
の
自
治
体
で

十
八
歳
ま
で
の
無
料
化
と
、
愛

知
県
の
補
助
基
準
の
十
八
歳
へ

の
引
き
上
げ
を
早
期
に
実
現

し
、
国
制
度
の
創
設
に
向
け
た

新
た
な
ス
テ
ー
ジ
で
運
動
を
す

す
め
ま
す
。

引
き
続
き
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。
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子
ど
も
た
ち
の
い
の
ち
と
健
康
を
守
る

　

医
療
制
度
の
拡
充
を

　
　
　
　
　
　
　
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
―
澤
田 

和
男
氏
に
聞
き
ま
し
た

子
ど
も
医
療
費
無
料
制
度
は
、
県
内
各
市
町
村
の
努
力
に
よ
り
、
十
八
歳
年
度
末

ま
で
無
料
と
す
る
自
治
体
が
約
八
割
と
な
る
一
方
、
愛
知
県
の
補
助
基
準
は
大
き
く

遅
れ
を
と
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
制
度
と
し
て
子
ど
も
医
療
費
無
料
制
度
の
創
設

を
求
め
る
声
に
、
国
は
頑
な
に
背
を
向
け
て
い
ま
す
。

子
ど
も
医
療
の
実
施
状
況
お
よ
び
「
コ
ン
ビ
ニ
受
診
の
心
配
は
な
い
か
？
」「
時
間

外
受
診
が
増
え
な
い
か
？
」
「
無
駄
な
治
療
を
助
長
し
な
い
か
？
」
「
地
方
財
政
を
圧

迫
し
な
い
か
？
」
な
ど
の
疑
問
を
ど
う
考
え
る
か
、
愛
知
県
社
会
保
障
推
進
協
議
会

（
愛
知
社
保
協
）
副
議
長
の
澤
田
和
男
氏
に
聞
き
ま
し
た
。

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
の
現
状
は

そ
の
後
も
市
町
村
の
対
象
拡
大

を
後
追
い
す
る
形
で
県
制
度
も

対
象
を
広
げ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
行
の
県
の
補
助

対
象
は
、
市
町
村
が
対
象
を
大

国
制
度
創
設
に
背
を
向
け
る
国
の
姿
勢

子
ど
も
医
療
費
無
料
化
を
め
ぐ
る

　
　
　
　

６
つ
の
論
点

澤田 和男氏

（ 愛知県社会保障推進協議会副議長）

幅
に
拡
大
す
る
一
方
、
二
〇
〇

八
年
以
来
、
通
院
が
小
学
校
就

学
前
、
入
院
が
中
学
校
卒
業
ま

で
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

―
全
国
的
な
実
施
状
況
は

子
ど
も
家
庭
庁
の
調
査
に
よ

る
と
、
二
〇
二
三
年
四
月
一
日

現
在
、
十
八
歳
ま
で
の
助
成

が
、
通
院
で
一
千
二
百
九
市
町

村
（
六
九
％
）、
入
院
で
一
千
二

百
七
十
七
市
町
村
（
七
三
％
）

に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
子
ど
も
医
療
費
助

成
制
度
を
実
施
し
て
い
る
自
治

体
の
う
ち
、
通
院
に
自
己
負
担

を
設
け
て
い
る
自
治
体
が
五
百

四
十
三
市
町
村
（
三
一
％
）、
所

得
制
限
を
設
け
て
い
る
自
治
体

が
百
五
十
二
市
町
村
（
九
％
）

あ
り
ま
す
。

【 資料１ 】 15歳以下の小児時間外の受診件数推移（ 群馬県）

対象期間 件数 減少率

 2009年4～9月（ 通院： 小学校就学前まで無料） 10,152件 ―

 2010年4～9月（ 通院： 中学校卒業まで無料） 9,406件 7.3％減

出典： 群馬県国保援護課福祉医療係発表資料

※通院の無料対象： 2009年9月まで小学校就学前、 2009年10月から 中学校

卒業まで

【 資料２ 】 小児時間外救急患者数の推移（ 愛知県）

対象年月
小児時間外救急患者 小児人口

救急患者数 減少率 人口数 減少率

 2002年11月 6,715人 ― 108万人 ―

 2016年11月 5,433人 19.1％減 102万人 5.6％減

出典： 愛知医報・ 平成30年3月1日掲載「 愛知県における小児時間外救急に

関する アンケート 調査について」

※調査期間は各年11月の1週間。 小児の年齢は15歳未満

※通院の無料対象： 2002年はほと んどの自治体が3歳未満まで無料。 2016

年は85％の自治体が中学校卒業まで無料

（ 　 ）愛 知 保 険 医 新 聞 （ 第三種郵便物認可）
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住民税非課税世帯の天海正克さんが 65 歳になった時、千葉市のほうから介護保険へ移るように

言われました。しかし天海さんは、障害年金など 10 万円に満たない収入の中で、介護保険に移る

と、これまで無料であった自己負担が 1 万 5 千円かかり生活が厳しいということで、介護保険の

認定申請をせず、引き続き障害福祉サービスを希望しました。 

すると千葉市からその申請を却下されまして、これまでの受けていた給付がすべて打ち切られて

しまいました。日常生活に介護が不可欠な重度の障害者が、全ての介護サービスを打ち切られ、ま

るで砂漠の真っただ中に放り出されてしまつたような仕打ちを受け、さらに生活を維持するため全

額自己負担で介護を受けると月 14 万の利用料がかかってしまいました。これでは到底生活を続け

ていくことは不可能です。 

天海さんはやむを得ず介護保険の認定申請をしたのですが、千葉市のこのような介護保険を強制

的に押し付け、介護保険に移行しないならすべての支援を打ち切るというのは、本来の自治体の市

民の生存権保障に反すると裁判所に訴えました。これが天海訴訟です。 

同様の問題として、岡山の浅田訴訟がありますが、浅田訴訟では原告が、地裁でも高裁でも勝訴

しています。確かに 65 歳になると障害者総合支援法 7 条があって、介護保険が優先されることは

原則になっていますが、障害者の生活状況や障害者自立支援法違憲訴訟における基本合意を踏まえ

て、岡山の浅田訴訟では、支援を打ち切ったことは違法であるという判断をくだしました。それに

対して、千葉市の場合は、「国の障害者総合支援法 7 条に従っただけだ」というのです。 

千葉地裁では負けましたが、東京高裁では逆転勝訴をかちとりました。東京高裁の判断では、「確

かに法 7 条は国が定めている制度である。けれども合理的配慮は自治体等の義務になっており、合

理的配慮の継続支給は可能である、さらに、制度的不均衡、境界層措置の障害者と非課税世帯の障

害者の 1 割負担の不均衡問題もあるということで、高裁では千葉市の打ち切りを違法としている

のです。それに対して、千葉市は、法 7 条に粛々としたがっただけだということで、最高裁判所に

「上告受理申し立て」を行い受理されました。 

障害者の 65 歳問題は、法 7 条だけで、運用されるだけではありません。厚労省が 2007 年、2015

年に出した事務連絡などがあり、昨年の 5 月にも新しい事務連絡も出されました。そこで求められ

ているものは、介護保険の要介護認定を申請しない障害者に対しては、制度の趣旨を説明し、制度

移行の勧奨を続けてくださいと書かれています。打ち切っていいとはどこにも書かれていません。

厚生労働省との懇談でも、日本の社会保障の原則である申請主義に従えば、要介護認定にしない障

害者に対しては、自治体としては、継続してしっかり説明をし、本人が納得したうえで、申請して

いただくように自治体にお願いをしているのですということでした。お願いですので、千葉市のよ

うに介護保険に移らなければ、サービスを打ち切るのはお願いではありません。千葉市が、国の指

示に従うというのであれば、なぜこの厚労省の様々な事務連絡、通知に基づいた運用をしなかった

のか、ここに大きな矛盾があると思います。 

私たちは、今最高裁判所に「天海さんの人権保障を遵守した東京高裁の判決を尊重し、最高裁に

おいても公正な判断をして下さい。」という署名を取り組んでいます。11 月 24 日には、最高裁判

所への要請行動を行い、7400 筆の署名を届けてきました。現在、全国の皆さんから寄せられた署

名は、総計１０，１２６筆のとなりました。最高裁での勝利をかちとるまで頑張ります。これから

もよろしくお願いします。ありがとうございました。纐纈建史 
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